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１
．
保
険
金
不
正

請
求
対
策

　
保
険
金
不
正
請
求
は
、
善

良
な
契
約
者
の
利
益
を
損
な

い
、
ま
た
、
損
害
保
険
制
度

の
適
正
な
運
営
と
健
全
な
発

展
を
阻
害
す
る
要
因
と
も
な

る
た
め
、
損
害
保
険
業
界
で

は
、
防
止
対
策
を
講
じ
、
そ

の
排
除
に
努
め
て
き
た
。

　（
１
）
警
察
と
の
連
携

　
保
険
審
議
会
答
申
（
１
９

８
１
年
６
月
）
に
お
い
て
、

不
正
請
求
者
に
関
す
る
情
報

交
換
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
た

こ
と
を
踏
ま
え
、
す
べ
て
の

都
道
府
県
に
損
害
保
険
防
犯

対
策
協
議
会
を
１
９
８
３
年

10
月
ま
で
に
設
置
し
た
。
同

協
議
会
で
は
保
険
金
不
正
請

求
の
排
除
に
必
要
な
情
報
交

換
を
行
う
と
と
も
に
、
警
察

へ
の
捜
査
協
力
等
を
行
っ
て

き
た
。
ま
た
、
損
害
保
険
協

会
で
は
、
自
賠
責
保
険
や
火

災
保
険
の
契
約
確
認
な
ど
、

刑
事
訴
訟
法
に
基
づ
く
捜
査

関
係
事
項
照
会
に
係
る
事
務

手
続
き
に
つ
い
て
、
損
害
保

険
各
社
へ
の
照
会
書
の
送
付

や
所
轄
警
察
署
へ
の
回
答
の

迅
速
性
を
高
め
る
と
と
も

に
、
保
険
犯
罪
防
止

の
た
め
の
情
報
交
換

と
連
携
強
化
を
目
的

と
し
て
、
警
察
庁
と

定
期
的
に
連
絡
会
を

開
催
し
て
い
る
（
１

９
９
３
年
12
月
以

降
）
。

　（
２
）
各
種
の
情

報
交
換
制
度

　
損
害
保
険
協
会

は
、
適
正
な
保
険
金

支
払
い
を
実
現
す
る

た
め
、
保
険
金
の
不

正
請
求
ま
た
は
不
正

の
疑
い
の
あ
る
事
案

に
つ
い
て
、
損
害
保

険
各
社
間
で
情
報
交
換
を
行

う
環
境
整
備
交
換
制
度
を
実

施
す
る
ほ
か
、
損
害
保
険
各

社
間
で
情
報
交
換
が
で
き
る

よ
う
各
種
情
報
交
換
制
度
を

整
備
し
た
。

　（
３
）
保
険
犯
罪
防
止
セ

ミ
ナ
ー

　
保
険
金
不
正
請
求
の
手
口

が
巧
妙
化
し
て
い
る
状
況
を

踏
ま
え
、
損
害
保
険
会
社
に

お
け
る
保
険
金
不
正
請
求
対

応
の
強
化
を
目
的
と
し
て
、

保
険
犯
罪
防
止
セ
ミ
ナ
ー
を

２
０
０
８
年
か
ら
全
国
各
地

で
開
催
し
て
い
る
。

　（
４
）
被
保
険
者
同
意
の

な
い
保
険
契
約
へ
の
対
応

　
金
融
審
議
会
金
融
分
科
会

第
二
部
会
・
保
険
の
基
本
問

題
に
関
す
る
ワ
ー
キ
ン
グ
・

グ
ル
ー
プ
報
告
書
「
保
険
法

改
正
へ
の
対
応
に
つ
い
て
」

（
２
０
０
８
年
１
月
）
に
お

い
て
、
未
成
年
者
の
死
亡
保

険
、
他
人
を
被
保
険
者
と
す

る
傷
害
・
疾
病
保
険
の
死
亡

給
付
に
つ
い
て
、
「
各
社
に

お
い
て
適
切
な
引
受
限
度
額

を
定
め
、
引
受
体
制
を
整
備

す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
自

主
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
策
定
す

る
こ
と
な
ど
が
考
え
ら
れ

る
」
と
指
摘
さ
れ
た
。

　
こ
れ
を
受
け
損
害
保
険
協

会
は
、
被
保
険
者
の
同
意
を

取
り
付
け
て
い
な
い
契
約
形

態
の
傷
害
保
険
等
に
関
す
る

死
亡
保
険
金
額
の
考
え
方
を

示
す
と
と
も
に
、
損
害
保
険

各
社
が
販
売
す
る
保
険
商
品

・
契
約
形
態
等
に
応
じ
、
適

正
な
引
受
基
準
額
を
定
め
る

こ
と
を
求
め
た
「
傷
害
保
険

等
の
モ
ラ
ル
リ
ス
ク
防
止
に

係
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
を
策

定
し
た
（
２
０
０
９
年
２

月
）
。

　（
５
）
保
険
金
不
正
請
求

対
策
室
の
設
置

　
第
６
次
中
期
基
本
計
画

（
２
０
１
２
年
度
～
２
０
１

４
年
度
）
に
お
い
て
、
保
険

金
不
正
請
求
対
策
が
重
点
課

題
の
１
つ
と
な
り
、
英
国
の

保
険
詐
欺
機
構
（
Ｉ
ｎ
ｓ
ｕ

ｒ
ａ
ｎ
ｃ
ｅ
　
Ｆ
ｒ
ａ
ｕ
ｄ

　
Ｂ
ｕ
ｒ
ｅ
ａ
ｕ
）
の
取
り

組
み
な
ど
を
参
考
に
保
険
金

不
正
請
求
対
策
室
を
設
置
し

た（
２
０
１
３
年
１
月
）。
保

険
金
不
正
請
求
対
策
室
は
、

情
報
交
換
制
度
の
活
用
、
啓

発
活
動
等
を
中
心
に
取
り
組

み
を
推
進
し
て
い
る
。

　（
６
）
損
害
保
険
会
社
の

事
案
担
当
者
表
彰
制
度

　
警
察
と
の
連
携
強
化
や
損

害
保
険
会
社
の
事
案
担
当
者

の
意
識
向
上
を
目
的
と
し

て
、
保
険
金
不
正
請
求
の
防

止
に
貢
献
し
た
会
員
会
社
の

事
案
担
当
者
を
表
彰
す
る
保

険
金
不
正
請
求
防
止
事
案
担

当
者
表
彰
制
度
を
創
設
し

た
。２

．
医
療
費
支
払

い
の
適
正
化
対
応

　
交
通
事
故
被
害
者
に
関
す

る
医
療
費
の
適
正
な
認
定

は
、
損
害
保
険
会
社
の
担
当

者
に
と
っ
て
高
度
の
医
療
専

門
知
識
が
必
要
と
さ
れ
る
分

野
で
あ
る
。

　
自
賠
責
保
険
等
に
お
け
る

医
療
費
支
払
い
の
適
正
化
に

対
す
る
取
り
組
み
は
、
自
賠

責
保
険
審
議
会
答
申
（
１
９

６
９
年
10
月
）
に
お
い
て
、

「
医
療
費
適
正
化
が
自
賠
責

保
険
の
健
全
化
に
と
っ
て
必

須
の
事
柄
で
あ
る
」
と
指
摘

さ
れ
た
こ
と
が
発
端
と
な
っ

た
。
損
害
保
険
協
会
は
、
医

療
費
問
題
委
員
会
を
設
置
し

（
１
９
７
６
年
９
月
。
１
９

８
４
年
４
月
に
医
療
委
員
会

に
改
称
）
、
都
道
府
県
医
師

会
と
の
交
流
や
各
地
区
の
医

療
費
問
題
小
委
員
会
の
設
置

な
ど
、
体
制
整
備
に
努
め

た
。
そ
の
後
、
自
賠
責
保
険

審
議
会
答
申
（
１
９
８
４
年

12
月
、
以
下
「
１
９
８
４
年

の
自
賠
審
答
申
」
と

い
う
）
に
お
い
て
、

医
療
費
適
正
化
の
柱

と
し
て
、
自
動
車
保

険
料
率
算
定
会
お
よ

び
損
害
保
険
会
社
の

担
当
者
に
対
す
る
研

修
の
強
化
、
お
よ
び

交
通
事
故
医
療
に
お
け
る
診

療
報
酬
基
準
案
の
作
成
・
普

及
と
制
度
化
の
２
点
が
指
摘

さ
れ
た
。

　（
１
）
損
害
保
険
会
社
等

の
担
当
者
に
対
す
る
研
修
の

強
化

　
医
療
に
関
す
る
研
修
は
、

１
９
８
０
年
頃
か
ら
損
害
保

険
数
社
に
お
い
て
個
別
に
行

わ
れ
て
い
た
が
、
各
社
の
医

療
研
修
で
は
、
カ
リ
キ
ュ
ラ

ム
、
講
師
、
教
材
等
に
限
界

が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
損
害

保
険
協
会
は
、
１
９
８
４
年

の
自
賠
審
答
申
を
受
け
、
損

害
保
険
業
界
全
体
と
し
て
効

率
的
・
専
門
的
に
医
療
知

識
、
法
律
知
識
の
研
修
を
行

う
た
め
、
損
害
保
険
医
療
研

修
セ
ン
タ
ー
を
設
立
し
た

（
１
９
８
５
年
４
月
。
１
９

９
５
年
４
月
に
医
研
セ
ン
タ

ー
に
改
称
、
以
下
「
医
研
セ

ン
タ
ー
」
と
い
う
）
。
医
研

セ
ン
タ
ー
で
は
、
通
信
教
育

や
集
合
宿
泊
研
修
を
実
施

し
、
受
講
者
の
レ
ベ
ル
向
上

お
よ
び
ニ
ー
ズ
の
多
様
化
に

応
え
る
た
め
、
コ
ー
ス
の
新

設
・
充
実
を
図
っ
て
き
た
。

ま
た
、
地
域
に
お
け
る
業
界

集
合
研
修
と
し
て
、
毎
年
多

彩
な
テ
ー
マ
で
医
師
等
の
講

師
を
各
地
区
に
派
遣
し
、

医
療
セ
ミ
ナ
ー
を
実
施
し

て
い
る
。

　（
２
）
自
賠
責
保
険
に

係
る
診
療
報
酬
基
準
案
の

普
及

　
ア
．
背
景

　
日
本
医
師
会
は
、
交
通

事
故
に
よ
る
診
療
報
酬
に

つ
い
て
、
「
日
本
医
師
会

法
制
部
見
解
」
（
１
９
６

８
年
12
月
）
お
よ
び
「
自

賠
法
関
係
診
療
に
関
す
る

意
見
」
（
１
９
６
９
年
10

月
）
に
お
い
て
、
交
通
事

故
は
緊
急
救
命
が
求
め
ら

れ
る
災
害
医
療
で
あ
り
、

健
康
保
険
や
労
災
保
険
に

よ
る
診
療
に
な
じ
ま
な
い

こ
と
を
表
明
し
た
。
そ
れ

以
来
、
多
く
の
交
通
事
故

に
よ
る
診
療
報
酬
に
つ
い

て
は
社
会
保
険
が
使
わ
れ

ず
、
い
わ
ゆ
る
自
由
診
療

と
し
て
治
療
費
の
請
求
が

な
さ
れ
て
き
た
。
自
由
診
療

に
お
い
て
は
診
療
報
酬
の
算

定
基
準
が
明
確
化
さ
れ
て
お

ら
ず
、
自
賠
責
保
険
審
議
会

答
申
（
１
９
６
９
年
10
月
）

に
お
い
て
、
「
国
民
の
納
得

す
る
公
正
な
診
療
基
準
と
適

正
な
支
払
い
方
法
の
確
立
を

図
る
べ
き
」
と
指
摘
さ
れ
、

さ
ら
に
１
９
８
４
年
の
自
賠

審
答
申
に
お
い
て
、
自
動
車

保
険
料
率
算
定
会
お
よ
び
損

害
保
険
協
会
が
実
行
主
体
と

な
る
具
体
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ

が
明
記
さ
れ
た
。

　
イ
．
自
賠
責
保
険
診
療
報

酬
基
準
案
の
作
成

　
損
害
保
険
協
会
は
医
療
費

適
正
化
機
構
（
１
９
８
５
年

２
月
）
お
よ
び
医
研
セ
ン
タ

ー
を
設
置
し
、
自
賠
責
保
険

診
療
報
酬
基
準
案
の
作
成
を

目
指
し
日
本
医
師
会
と
の
協

議
を
開
始
し
た
。
損
害
保
険

業
界
側
と
医
師
会
側
で
は
交

通
事
故
診
療
報
酬
体
系
に
関

す
る
立
場
の
違
い
が
あ
り
、

さ
ら
に
、
１
９
８
０
年
頃
の

損
害
保
険
各
社
が
、
医
療
内

容
や
医
療
費
の
妥
当
性
に
つ

い
て
の
調
査
を
リ
サ
ー
チ
会

社
や
弁
護
士
に
委
託
す
る
こ

と
に
対
し
、
医
療
機
関
側
の

不
信
感
が
根
強
か
っ
た
こ
と

か
ら
協
議
は
難
航
を
極
め

た
。

　
そ
う
し
た
中
、
自
由
診
療

に
お
け
る
診
療
費
に
つ
い

て
、
東
京
地
裁
で
、
健
康
保

険
の
診
療
報
酬
体
系
を
基
準

と
し
、
１
点
単
価
を
薬
剤
料

は
10
円
、
そ
の
他
の
医
療
費

は
10
円
50
銭
と
認
定
し
た
、

い
わ
ゆ
る
10
円
判
決
（
１
９

８
９
年
３
月
）
が
出
さ
れ

た
。
ま
た
、
損
害
保
険
業
界

で
は
、
医
療
機
関
と
の
相
互

の
信
頼
関
係
を
築
く
た
め
、

「
医
療
分
野
に
お
け
る
社
外

調
査
機
関
利
用
上
の
指
針
に

つ
い
て
」
（
１
９
８
３
年
）

お
よ
び
「
医
療
分
野
に
お
け

る
弁
護
士
委
任
状
の
指
針
」

（
１
９
８
６
年
）
を
ま
と

め
、
損
害
保
険
各
社
に
周
知

を
図
っ
た
。
こ
れ
ら
に
よ
っ

て
協
議
が
進
展
し
、
健
康
保

険
に
比
べ
て
災
害
医
療
の
色

彩
が
強
い
労
災
保
険
診
療
費

算
定
基
準
に
準
拠
す
る
自
賠

責
保
険
診
療
報
酬
基
準
案
が

日
本
医
師
会
と
の
間
で
合
意

が
成
立
し
た
（
１
９
８
９
年

６
月
）
。

　
ウ
．
医
療
対
策
室
の
設
置

と
各
地
区
の
協
議
状
況

　
診
療
報
酬
基
準
案
に
よ
る

医
療
費
請
求
に
つ
い
て
は
、

都
道
府
県
ご
と
に
設
置
さ
れ

た
医
療
協
議
会
に
お
い
て
合

意
が
得
ら
れ
た
地
区
か
ら
順

次
実
施
す
る
こ
と
に
な
っ

た
。
損
害
保
険
協
会
は
、
自

動
車
保
険
部
に
医
療
対
策
室

を
設
置
し
（
１
９
８
９
年
７

月
）
、
各
地
区
の
医
療
協
議

会
に
参
加
し
て
い
る
損
害
保

険
会
社
等
の
メ
ン
バ
ー
と
連

携
し
な
が
ら
、
医
師
会
に
理

解
を
求
め
、
診
療
報
酬
基
準

案
の
実
施
地
区
を
拡
大
し
て

い
っ
た
が
、
各
地
区
に
お
け

る
協
議
は
難
航
し
た
。
全
国

初
の
合
意
と
な
っ
た
栃
木
県

（
１
９
９
０
年
）
か
ら
、
最

後
の
合
意
と
な
っ
た
山
梨
県

（
２
０
１
６
年
）
ま
で
四
半

世
紀
を
要
し
た
。（

つ
づ
く
）

◇

　【
文
責
：
日
本
損
害
保
険

協
会
】

　
本
特
集
で
は
、
日
本
損
害
保
険
協
会
が
創
立
１
０
０
周
年
に
あ
た
り
刊
行
し
た
「
日
本
損
害
保
険
協
会
百
年
史
」
を

も
と
に
、
同
協
会
の
歩
み
を
紹
介
し
て
い
る
。
第
18
回
の
今
回
は
、
保
険
金
不
正
請
求
対
策
や
医
療
費
支
払
い
の
適
正

化
対
応
な
ど
の
保
険
金
の
適
正
な
支
払
い
対
策
に
つ
い
て
概
観
す
る
。

損保協会作成の記念ロゴ

各種の情報交換制度
情報交換制度 開始時期

環境情報交換制度（現 不正請求等防止制度） 1979年7月

自動車事故情報交換システム 1988年12月

人保険事故等情報交換システム 1990年12月

火災・新種保険における重複契約・事故歴照会制度 2002年5月

傷害保険契約等の契約内容登録制度 2013年1月

保険金不正請求通報制度 2013年1月

保険金請求歴情報交換制度 2015年4月

自賠責保険審議会答申（1984年12月19日）に明記された具体的なアプローチ

１． 自動車保険料率算定会および損害保険協会において、日本医師会の協力を得つつ、医療費統計
等を参考に責任保険についての診療報酬基準案を作成し、医療機関等の医療費請求基準および
自動車保険料率算定会調査事務所等での医療費調査の基準とする。

２． 日本医師会に対して、上記診療報酬基準案による医療費請求が行われるよう、各地区医師会へ
の徹底を図ることを依頼する。同時に、自動車保険料率算定会調査事務所および損害保険協会
各地方委員会より、各地区医師会に対して基準案により請求を行うことを要請する。

３． 診療報酬基準案が全国に浸透し、定着化した段階で算定基準としての制度化を図る。
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